
掲示期間 3.31-4.9 

新潟市消防機械器具管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和８年３月３１日 

新潟市消防局訓令第１７号 

新潟市消防局長 阿部 一彦   

新潟市消防機械器具管理規程の一部を改正する規程 

新潟市消防機械器具管理規程（昭和４８年消防本部訓令第４号）の一部を次のように改

正する。 

目次中「簿冊」を「記録」に改める。 

第２条第２号中「別表第２に掲げるもの」を「消防局又は消防署が所管する車両及び船

舶」に、同項第３号中「別表第３に掲げるもの」を「消防局又は消防署が所管し、消防活

動に使用する器具」に、同項第４号中「自動車運転免許証」を「道路交通法（昭和３５年

法律第１０５号）第８４条の規定による公安委員会の運転免許」に改める。 

第４条中「６月１日」を削る。 

第５条第１項中「（昭和３５年法律第１０５号）第７４条の２第１項」を「第７４条の

３第１項」に改め、同条第４項中「安全運転管理者」の次に「及び副安全運転管理者」を

加え、同項第７号を第８号とし、第６号を第７号とし、第５号中「別表第６」を「別表第

２」に改め、「及び」の次に「別表第３に掲げる」を加え、同号を第６号とし、第４号の

次に次の１号を加える。 

（５） 運転者に対する酒気帯びの確認及び記録並びに検知器の機能維持に関すること。 

第７条第２項中「別表第１１に定める」を「別表第３に掲げる」に、「記載」を「記

録」に改める。 

第８条中「別表第４」の次に「及び別図１」を加え、「別表第５」を「別図２」に改め

る。 

第１０条第２項中「分隊及び分隊員」を「小隊及び小隊員」に改める。 

第１１条第１項中「別表第６」を「別表第２」に改める。 



 

第１４条第２号中「別表第６」を「別表第２」に改める。 

第１９条中「別表第７」を「別表第５」に改める。 

第２０条中「別表第７及び別表第８」を「別表第５及び別表第６」に改める。 

第２１条中「別表第７」を「別表第５」に改める。 

第２２条（見出しを含む。）中「その他の機械」を「内燃機関を使用する器具」に、

「別表第７及び別表第８」を「別表第５及び別表第６」に改める。 

第２３条中「別表第３のうち、」を削り、「別表第９」を「消防救助操法の基準（昭和

５３年消防庁告示第４号）」に改める。 

第２４条中「別表第１０」を「別表第７」に改める。 

「第６章 簿冊及び報告」を「第６章 記録及び報告」に改める。 

第２８条の見出しを「記録の保存」に改め、同条中「別に定めるところにより簿冊を備

え、」を削り、「整備」を「保存」に改める。 

第３０条中「所属に備え付けなければならない」を「所属が記録を保存しなければなら

ない」に、「別表第１１」を「別表第３」に改める。 

第３１条を次のように改める。 

（報告） 

第３１条 機械器具が破損又は故障したときは、すみやかに別記様式第１号の消防機

機械具破損（故障）報告により、消防局長に報告すること。 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表第２から別表第７を次のように改める。 

別表第２（第５条、第１１条、第１４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表第３（第５条、第７条、第３０条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表第４（第８条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表第５（第１９条、第２０条、第２１条、第２２条関係） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表第６（第２０条、第２２条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表第７（第２４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表第８から別表第１２を削る。 

第１号様式から第１２号様式を削る。 

別表第７の次に次の９様式を加える。 

別記様式第１号（第３１条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記様式第２号（第３０条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記様式第３号（第３０条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記様式第４号（第３０条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記様式第５号（第３０条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記様式第６号（第３０条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記様式第７号（第３０条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記様式第８号（第３０条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記様式第９号（第３０条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記様式第９号の次に次の２図を加える。 

別図１（第８条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別図２（第８条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 


